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お知らせ１月

農
業
担
い
手
研
修
生
募
集

　

周
防
大
島
町
内
で
柑
橘
栽
培
を

主
体
と
し
た
農
業
経
営
者
に
な
る

こ
と
に
つ
い
て
強
い
意
欲
の
あ
る

研
修
生
を
募
集
し
ま
す
。
研
修
生

は
、
山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
の

臨
時
職
員
と
し
て
勤
務
し
な
が

ら
、
研
修
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま

す
。
採
用
に
つ
い
て
は
、
書
類
審

査
、
面
接
等
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

■
募
集
人
員

　

若
干
名

■
研
修
場
所

　

山
口
大
島
農
業
協
同
組
合

■
研
修
期
間
・
条
件

　

４
月
～
平
成
32
年
３
月

　

Ｊ
Ａ
山
口
大
島
の
勤
務
時
間
に

準
じ
る
。

　

研
修
期
間
中
は
賃
金
を
支
給
し

ま
す
。

■
年
齢

　

50
歳
未
満

■
受
付
期
間

　

２
月
12
日
㈫
ま
で
に
履
歴
書
を

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
２
３
０
１

　

周
防
大
島
町
久
賀
５
１
３
４

　

周
防
大
島
町
農
林
課（
農
林
振
興
班
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
電
話

相
談
会
（
多
重
債
務
・
相
続

登
記
・
空
き
家
・
養
育
費
問
題
）

■
日
時

　

２
月
２
日
㈯

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

■
相
談
受
付
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
‐
０
０
３
‐
８
２
１

■
内
容　
　

 

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

等
の
多
重
債
務
問
題
、
相
続
登
記

な
ど
の
相
続
問
題
、
空
き
家
を
相

続
し
た
が
そ
の
管
理
処
分
に
困
っ

て
い
る
、
近
所
に
管
理
さ
れ
て
い

な
い
空
き
家
が
あ
り
雑
草
や
悪
臭

相
談

等
で
生
活
環
境
に
悪
影
響
が
出
て

い
る
、
ま
た
養
育
費
問
題
等
で
お

困
り
の
方
に
、
手
続
の
ご
説
明
や

お
近
く
の
司
法
書
士
事
務
所
の
紹

介
な
ど
問
題
解
決
に
向
け
て
の
ご

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

午
前
中
は
ご
相
談
が
多
い
た
め
、

回
線
が
繋
が
り
に
く
い
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
相
談
会
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

相
談
会
担
当
（
明
石
）

☎
０
８
３
（
２
２
７
）
３
２
９
７

◆住宅の所在
　周防大島町久賀２４８１番地 5
　木造平屋　１０５．４４㎡（約３１．９坪）
◆家賃　３万円
◆申し込みができる方
・現に同居し、または同居しようとする親族（婚姻
予定または事実上婚姻関係である者を含む）がある
こと。
・単身者であっても、国または県もしくは町から支
援を受けている新規就農者および新規漁業就業者
等。（詳しくは政策企画課までお問合せください）。
・入居しようとする者が暴力団員でないこと。
・申込時において、住所を有する市町村の税および
使用料等を滞納していないこと。

◆申込期限　２月 15 日㈮
◆選考の方法　面接により対象者を決定します。
◆申し込み・問い合わせ　政策企画課
　☎０８２０（７４）１００７

空家活用住宅の入居者募集　　周防大島町内の空家を町が借り受けて改修し、周防大島町内へ定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住を希望する方に貸し出す、空家活用住宅の入居者を募集します。

　

　昨年 10 月 22 日に発生した大島大橋
送水管損傷事故により、ほぼ全域で長期
断水となりましたので、対象地域の水道
料金（１月請求予定の 10・11 月分）を
次のとおり全額免除（基本料金＋超過料
金）いたします。

◆対象のお客様
　広域水道から供給を受け給水をしてい
る全ての方（大崎白石地区、源明地区、
前島簡水、笠佐島簡水および江ノ浦簡水
を除く）
　※手続きの必要はありません。

◆問い合わせ
　水道課　☎０８２０（７９）１０１１

大島大橋送水管損傷事故に係る
水 道 料 金 の 免 除 に つ い て


